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Eバランスシート（E-Bilanz）導入時期の一年延期  
(出典: Tax Magazine 11/2010 bzw. Mandantenanschreiben) 
 

立法者は所得税法第 5b条 に税務貸借対照表及び損益計算書を電子的方法によ

り税務当局に提出することを納税者に義務付ける規定を設けています。この義務

は、当初 2011 年 1 月 1 日以降開始する事業年度に適用が開始される予定でし

た。税務当局からは、送信されるべきデータセットに関する具体的な要件、ならび

に、特に送信すべき情報に関わる分類の階層及び細目の程度についての導入通

達の草案が公表されています。この草案に対しては強い反発が起こっています。こ

の批判を受け、E バランスシートの導入は 12 ヶ月延期され、2012 年 1月 1日以降

開始する事業年度から適用されることになりました。 

  

この延期に関する財務省法令により得られた一年を利用して税務当局は、パイロ

ットプロジェクトの枠組みの中でこれまで要請されていたデータの範囲を見直す予

定です。延期の理由としてはまた、「企業において技術的及び組織的な要件がまだ

完全には備わっていない」ことが挙げられています。 

 

このことは、税務当局及び立法者の双方が明らかに、将来的に貸借対照表及び損

益計算書の電子的方法による提出義務を履行するためには、納税者側に技術的

にも組織的にも抜本的な見直しの必要性がでてくるとの見解にあることの証左とい

えます。私共は、納税者は最終的には避けることのできないデータの電子的方法

による提出義務をコスト負担を伴う負の側面からだけではなく、提出されるべきデ

ータを、特に税務プランニング及び税務申告の簡便化といった自己目的に利用す

るチャンスとして捉えるべきと確信しています。 
 

ドイツ 最新情報 
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2010年年次税法  (出典: German Tax Quarterly 2/2010 bzw. 

EY Jahressteuergesetz 2010) 
 

2010 年 10月 28日に連邦議会は 2010 年年次税法を可決し、同法は 2010 年

12 月 13 日に官報で公布されています。ドイツへの投資家に対する重要な個

別措置は主に以下の分野で講じられています: 

 

• 法人税法第 8c条上の含み資産（キャピタルゲイン課税）条項の変更 

• 電子帳簿の国外移転に関する変更 

法人税第 8c条上の含み資産（キャピタルゲイン課税）条項の変更 

 

資本会社に対する 25％超 50％以下の出資持分または議決権が 5 年間の間

に直接または間接に譲渡された場合、繰越欠損金は比例的に消滅します。

50％超の譲渡の場合、繰越欠損金は全額消滅します。 

 

資本会社に対する繰越欠損金の制限に関しては、繰越欠損金の消滅の対象

となる持分取得の場合に事業資産に含まれる含み資産の価額までは繰越欠

損金が消滅しないと規定する、いわゆる含み資産条項が変更されます。  

 

今後は、ドイツで課税対象となる含み資産はすべてが算定上考慮されることに

なります。つまり、現行規定と異なり、ドイツが課税権を有する国外事業資産も

算定の対象となります。 

 

さらに 2010 年年次税法は自己資本額がマイナスの場合についての特例を設

けています。新規定によると、この場合に対象となる含み資産は、当該法人の

税務上の自己資本と事業資産の公正市場価格（時価）の差額として算定され

ます。当該法人が保有している出資持分の公正市場価格（時価）は、出資持分

の譲渡損益は非課税であることから、対象となる含み資産の算定にあたって

考慮されません。 

 

電子帳簿の国外移転に関する変更 

 

既に 2009 年年次税法により電子帳簿の国外移転の可能性が導入されました。

電子帳簿にはとりわけ、ドイツ国外に設置されたサーバーでのデータの保存が

該当します。 

 

電子帳簿のＥＵ加盟国または欧州経済領域（EEA） 加盟国への移転は、移転

先国の管轄当局がドイツからのデータへのアクセスに同意する場合は、既に

2010 年中に可能でした。この同意はドイツ税務当局に提示されねばなりませ

ん。また、管轄の税務当局に対しては、電算処理システムの設置場所及び第

三者への委託の場合はその名称及び住所を通知せねばなりません。上記の

要件のいずれか一つが満たされない場合、電子帳簿の国外移転は租税通則

法第 146 条第 2a 項第 5 文の開放条項に準拠することによってのみ可能とさ

れます。この条項は特に（例えば日本といった）第三国への移転の場合に該当

します。 
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2010 年年次税法により第 146条第 2a条の文言が改正され、電子帳簿の国外

移転は簡便化されています。2010 年 12月 14日以降申請分より、以下の要件

がすべて満たされた場合には、納税者による電子帳簿の国外移転申請は認め

られることになります: 

 

•  管轄の税務当局に対し電算処理システムの設置場所及び第三者への委託
の場合はその名称と住所を通知すること 

 

•   納税者が過去においてその税務上の協力義務を適切に履行していたこと 

 

•  租税通則法第 147条第 6項に規定される税務当局によるデータアクセス制

限なく可能であること 

 

•   国外移転により課税が侵害されないこと 

 

国外移転は、EU及び EEA加盟国に制限されず、第三国についても可能となり

ます。さらに、これまで要請された移転先の国によるデータアクセスに関わる合

意も不要となります。上記要件のいずれか一つが満たされない場合の開放条

項は新規定では設けられていません。 

 

新規定により、電子帳簿または電子記録の一部のみの移転も可能であること

も明確にされています。 

 

税務当局にとって課税の侵害となる状況が認められた場合、認可は取り消さ

れ、納税者はそれまでに移転された電子帳簿及びその他の電子記録を国内に

再移転し保存せねばなりません。  

 

 

外国人雇用のための要件の厳格化  (出典: HC-Newsletter 

11/2010) 
 

外国人被雇用者をドイツでの勤務に従事させるにあたって原則的にドイツ雇用

者の存在が要件となるかどうかについてはこれまで明確な規定がありません

でしたが、今後は連邦労働局の実務指針の新規定に明記されます。 

 

例えば熟練技能者または専門職の長期雇用の場合のように、実務関連規定

の多くにおいて、前提となる雇用者の所在地についてはこれまで明確な規定が

ありませんでした。実務上は、所轄労働局の多くが、国内雇用者との労働契約

書のない派遣、つまりドイツ雇用者による外国人被雇用者の雇用でない場合

であっても労働許可を交付していました。 

 

外国人滞在法に関わる実務指針の変更により、今後は労働局の同意が不要

である勤務及び当該勤務に関わる法的根拠により派遣が明確に認められる勤

務に対する認可が制限されることになります。 

 

実務指針の文言によると、派遣が認められる要件は厳格となっています。さら

に、（クロス・ボーダーの人材交換、国外プロジェクトといった）派遣が認められ

る多くのケースにおいては、所轄労働局ではなくボンの中央外国及び専門仲

介局（Zentrale Auslands- und Fachvermittlung - ZAV） が管轄官庁となります。
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クロス・ボーダーの人材公館または国外プロジェクトの準備のための勤務の要

件が満たされない場合は、管轄官庁は所轄労働局となります。労働局は、ドイ

ツの労働契約書がない、つまりドイツの雇用者が関与していない場合には同意

を拒否することができます。滞在許可法に関する実務指針の新規定により所

轄労働局は、例えば長期的なアフターセールス出張等、極めて例外的な場合

に限ってドイツ雇用者との労働契約書のない派遣を認可することが認められま

す。上記を鑑みてこれまでの派遣実務を早急に再検討する必要があると思わ

れます。 

 

 

繰越欠損金の利用制限に関わる会社再建留保規定適

用の一時停止 (出典: German Tax Quarterly 2/2010) 
 

2009 年 7 月にドイツは、繰越欠損金の消滅につながる出資持分の譲渡に関

わる一般原則が適用されないとする会社再建留保規定を導入しました。EU 委

員会により開始された EU 条約違反審査手続きに対応して、ドイツ税務当局は

会社再建留保規定が 2010 年 5 月 26 日以降は適用されないとの通達を発し

てます。 

 

1. 背景 
 

現行のドイツ税法によると、繰越欠損金保有会社に対する出資持分の 25％超

が譲渡される場合、法人税上及び営業税上の繰越欠損金及び持分変動時点

までに発生した当期損失は、会社再建留保規定の要件が満たされている場合

には、繰越欠損金及び当期損失は消滅しないとされます。この留保規定は

2008 年課税年度から適用され、2008 年 1月 1 日以降行われるすべての持分

変動について適用されました。この条項には 2009 年 12 月 31 日までの適用

期限の制限が設けられていましたが、この制限は 2009 年 12月の税制改正に

より撤廃されました。2010 年 2 月 24 日に EU 委員会はドイツに対し会社再建

留保規定に関する EU条約違反審査手続きの開始を通知しました。EU委員会

は会社再建留保規定が EU 法に抵触する公的補助金に相当するとの見解を

取っています。 

 

2.  ドイツ連邦財務省通達 
 

ドイツ税務当局は EU委員会の通知に対する対応として、2010 年 5月 26日か

ら EU 委員会の最終的な決定がなされるまでの間会社再建留保規定の適用を

一時的に停止すると伝えています。したがって、この日以降交付される査定書

は会社再建留保規定を考慮せずに査定されています。交付される査定書には

留保条項が付されますので、違反審査手続きがドイツに有利な結果に終わっ

た場合は、税務当局による会社再建留保規定を考慮した査定書の更正が可

能です。会社再建留保規定が上記の措置以前に交付された査定書において

既に適用されていた場合には、当該査定書は更正の査定書が交付されるまで

は引き続き有効です。しかしながら、EU 委員会がドイツに不利な決定を下した

場合には、税務当局が納税者に対し既に享受した便益（繰越欠損金の利益と

の相殺）の返還を求めるリスクがあります。 
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歳入財源確保のための税務上の措置 Steuerliche 

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (出典: EY-Info 

zu Gesetzgebungsverfahren/German Tax Quarterly 4/10) 
 

経済危機による赤字予算への対応策として連邦政府は歳入確保のための措

置を講じています。この措置には、エネルギー税及び電力税の改正、航空輸送

税、原子力燃料税及び銀行税の導入があります。 

 

 

1. エネルギー税及び電気税の改正 
 

現行のエネルギー税法及び電気税法には製造業に従事する納税者に対する

税制優遇措置が規定されていますが、この優遇税制措置が今後は制限される

ことになります。 

特に、例えば金属産業や製紙産業といったエネルギー集約型企業については、

エネルギー税及び電気税に関わる優遇措置の削減によるコスト増が予想され

ますが、当初の政府案よりはその影響が少なくなっています。 

改正法は 2011年 1月 1日に発効します。 

 

2. 航空輸送税の導入 
 

新たに導入される航空輸送税は国内空港からの国内線または国際線の旅客

の発着を対象としています。税額は到着地によって決定されます。空港税法付

表 1 に列挙される国が到着地である場合、税額は一便一乗客あたり 8 ユーロ

になります。付表 1 にはドイツ国内を含め、当該国の最大ハブ空港までの距離

がフランクフルト空港から 2,500km 以下の国が列挙されています。付表 2 に列

挙されている国が到着地である場合航空輸送税は一便一乗客あたり 25 ユー

ロになります。付表 2 には当該国の最大ハブ空港までの距離がフランクフルト

空港から 2,500km 超 6,000km 以下の国が列挙されています。これ以外の国へ

のフライトについては税額は一便一乗客あたり 45ユーロになります。 

 

航空輸送税の納税者は航空会社です。国内に所在地を有さない航空会社は

税務上の代理人を任命せねばなりません。この場合、航空会社とその代理人

は連帯債務を負います。 

 

航空券の前倒し予約を防止するため、航空輸送税法は、乗客名が 2010 年 9

月 1日以降航空会社に通知され、搭乗日が 2011 年 1月 1日以降である航空

券購入については、新規定が 2010 年 9 月 1 日以降購入分から適用されると

しています。 

 

3. 原子力燃料税 
 

原子力燃料税法により、事業目的の発電用の原子炉で使用される燃料に対す

る原子力燃料税が導入されます。税額は事業目的の発電に投入される燃料 1

グラムあたり 145 ユーロです。納税者は事業目的の発電用原子炉を運転する

事業者です。 

原子力燃料税は 2011 年 1 月 1 日に発効し、核分裂反応（連鎖反応）を 2016

年 12月 31日までに起こす燃料使用に対して適用されます。  
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4. 銀行税 
 

金融機関に対する賦課金いわゆる「銀行税」を規定する金融機関のための再

編基金設立に関する法律を含む再編法が 2010 年 12 月 14 日付官報に公布

されています。 

 

連邦金融庁（Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung）のなかに、ドイツ銀

行法により認可された銀行の将来の再編および清算の資金源となる金融機関

再編基金が設立されます。 

 

基金の資金は銀行による拠出金（銀行税）によって調達されます。基金へは

2011 年 9 月 30日を始めとして、毎年 9 月 30日までに一般税が、場合によっ

ては基金の資金不足を補うための特別税が拠出されることになります。拠出義

務を負うのは、金融機関会計法の原則を順守せねばならない、銀行法第 1 条

第 1項にいうところの金融機関すべてです。 

 

銀行税の額については連邦政府が連邦銀行の同意を受けて策定する特別法

により決定されます。 

 

 

EU内恒久的施設の永久欠損金の控除（German News-

letter Issue 2 – July 2010 の続報） (出典: German Tax 

Quarterly 3/2010) 
 

EU 内に保有される恒久的施設で発生したいわゆる「永久欠損金」は、恒久的

施設の利益及び損失が適用される租税条約によりドイツの課税標準から除外

される（所得免除方式）に関わらず、ドイツ本店の課税標準から控除することが

可能です。2010 年 6月 9日に下された二つの判決の中でドイツ連邦財務裁判

所は、国外欠損金が「永久欠損金」とみなされるための要件を明確にしていま

す。 

 

1. 背景（German Newsletter Issue 2 – July 2010もご参照ください） 
 

欧州司法裁判所は Lidl Belgium 訴訟において、EU 内恒久的施設で発生した

欠損金は、これが将来の事業年度において当該国の課税標準から控除できな

い場合には、本店の国内課税標準からの控除が認められなければならないと

しています。この先行判決後、ドイツ連邦財務裁判所は 2008 年 7 月 17 日の

判決で、国内の欠損金認識の要件に関する欧州司法裁判所の先行判決を取

り入れる決定を下しました。国外恒久的施設で発生した欠損金は、これが「永

久欠損金」である、つまり過去、現在または将来のいずれの事業年度において

も当該恒久的施設の所在国で利用できない場合には、本店で控除可能です。

上記の先行判決及び連邦財務裁判所判決は、どのような条件下であれば国

外欠損金が「永久欠損金」とみなされるか、そしてこれが「永久欠損金」とみな

された場合にどの時点でドイツ本店で損失認識すべきかについては明確にし

ていませんでした。 
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2. 連邦財務裁判所の判決 
 

ドイツ連邦財務裁判所は 2010 年 6 月 9 日に下された二つの判決のなかで上

記の質問に対する見解を示しています。連邦裁判所判決によると、国外欠損

金は、これが事実上、当該国で控除することができないことを納税者が証明す

る場合にのみ「永久欠損金」とみなされます。例えば、国外恒久的施設が閉鎖

される場合がこれに該当します。連邦財務裁判所は「永久欠損金」につながる

更なる事例として国外恒久的施設の法人への形態変更または国外恒久的施

設の無償あるいは有償による譲渡を挙げています。これに対して、単に、適用

される当該国の税法の利用期間制限を含む繰越欠損金規定により国外欠損

金が消滅する場合には、これらの欠損金は「永久欠損金」とはみなされず、ドイ

ツでの税務上の損失控除は認められません。「永久欠損金」がある場合、これ

は国外欠損金が発生した事業年度ではなく、これが「永久欠損金」となった事

業年度に本店の国内課税標準から控除することが認められます。例えば国外

恒久的施設が閉鎖される場合、未利用の欠損金は閉鎖された事業年度に本

店で損失控除することが可能です。さらに、連邦財務裁判所によると、「永久欠

損金」は本店の営業税上の課税標準からの控除も可能です。 

 

 

国外からの派遣における出張旅費の必要経費控除また

は雇用者による非課税支給 (出典: HC-Newsletter 10/2010) 
 

出張旅費規定の改正以来、国外の親会社からドイツの子会社に派遣された外

国人被雇用者に関わる住居費及び食事手当を税務上どのように取り扱うかに

ついての議論がなされています。 

 

ラインランド上級財務局は 2010 年 7 月 12 日付の内部通達 34 号のなかで、

派遣元雇用者との間に締結された雇用関係が関係会社への派遣期間中は休

止状態となりドイツ会社との間に新たに雇用契約が締結される場合（出向）と、

被雇用者が既存の雇用関係を継続した状態で一時的に派遣先関係会社に派

遣され被雇用者が派遣先企業との間に新たな雇用契約を締結しない場合（派

遣）とで以下のように取り扱いを区別しています。  

 

派遣先企業との間の独自の雇用契約 – 出向 
 

出向の場合派遣先企業との雇用契約は独立して検討されねばなりません。派

遣先企業は民法上の雇用者であり派遣駐在員は派遣開始時点から、当該ドイ

ツ国内勤務地に継続して通勤する場合には、ドイツ国内に通常の勤務地を有

することになります。この場合、国内での勤務に関わる費用は二重家計の枠組

みでのみ考慮可能です。 

 

派遣元企業との雇用関係の継続 – 派遣 
 

派遣駐在員が派遣先企業との間に独自の雇用契約を締結しない限りにおいて、

期限付き派遣を通じて派遣先企業における恒常的な勤務地を有することには

ならず、むしろ派遣駐在員の一時的勤務に相当します。派遣駐在員が派遣前

に居住していた国外の住居を維持していない、または継続的に賃貸しており、

新しい勤務地（ドイツ）にのみ住居を保有する場合、住居費は私的な生計費の

性格を有し、税務上考慮することは認められません。食事手当は最長 3 ヶ月間

まで必要経費控除または雇用者による非課税支給が可能です。 
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派遣駐在員が国外に随時利用可能な住居を維持し、（ドイツ）新しい勤務地に

更なる住居を保有する場合、職業上の理由による住居費については必要経費

控除または雇用者による非課税支給が可能です。新しい勤務地における住居

に帯同家族が同居する場合、住居費は職業上の理由による部分と私的な理由

による部分とに配分されねばなりません。この配分比率については推計による

ことが認められますが、ラインランド上級財務局の見解によると、人数割りによ

る費用配分は妥当な結果をもたらさないとされます。簡便的に（二重家計の場

合に適用される）60 ㎡の住居に相当する家賃を職業上の費用とすることが認

められますが、ラインランド上級財務局は、この場合に（二重家計の場合と異な

り）居住区の平均家賃といった制限はなく、実際に発生した家賃が算定ベース

とされるとしています。 

 

 

雇用者負担のゴルフクラブ会費はフリンジベネフィット 

(出典: HC Newsletter 10/2010) 
 

雇用者が被雇用者のゴルフクラブ会費を負担した際に賃金税の源泉徴収を怠

った場合、雇用者は未徴収の賃金税について責任を負います。ニーダーザク

セン州の財務裁判所は、会費は被雇用者の給与であり賃金税源泉徴収の対

象とすべきとの根拠によりその 2009 年 6 月 25 日付判決を下しています。さら

に財務裁判所は、会員となることにより新規顧客の獲得に努めることができ、

既存顧客との関係が深まる場合であっても、会費の負担は雇用者の事業上の

利害関係によるものでないことを明確にしています。 

 

 

児童手当（Kindergeld）の受給資格 (出典: Schreiben vom 

Finanzamt Neuss II) 
 

弊事務所が入手したデュッセルドルフ及びノイス地区の税務当局の内部通達

によると、少なくとも管内に居住する日系企業派遣駐在員の児童手当の受給

資格についての税務当局の取り扱いが明確になっています。以下、内部通達

の内容を簡単にお知らせします。 

 

• 当初より期限付きで延長の認められない滞在許可は、特別な職種の場合、

クロス・ボーダーの人材派遣の場合及び就労法第 36 条により派遣される

被雇用者の場合に発給される。この場合の派遣被雇用者とは特定の建設

工事に従事する就労者をいい、EU域外の会社からドイツに派遣される（管

理職にある）被雇用者は該当しない。 

• 滞在法第 18 条による滞在許可は、原則的に期限付きで交付されるが、就

労法第 36 条ではなく二国間協定を根拠として交付されるものである（外人

局情報）。 

• 上記期限付き滞在許可は延長が可能であり、5 年の経過後には無期限の

滞在許可への切り替えが可能である。 
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• 結果として、国外親会社のドイツ子会社で一時的に勤務する EU加盟国以

外の国籍を保有する被雇用者は、所得税法第 62条第 2項の改正規定が

適用される 2006 年 1月 1日以降原則的に児童手当の受給資格を有する。

例外となるのは、滞在許可が就労法第 31 条（クロス・ボーダー人材派遣）

との関連で滞在法第 18 条に基づき最長 3 年間の期限付きで発給された

場合のみである。 

したがいまして、少なくともデュッセルドルフ及びノイス地区の税務当局に居住

されている派遣駐在員については、実際の受給の有無に関わらず、児童手当

を受給したとの前提での所得税の査定が行われます。この取り扱いによる還

付税金の逸失分を回収するためには管轄の労働局に対する児童手当申請手

続きを行うことが望ましいと思われます。 
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